
 
原子力損害賠償紛争解決（ADR）センターに申し立てた県・市町村の概要について 

                                                                                                      H29.3.23 宮城県 原子力安全対策課 
○主なポイント 
  (1)県内では，５市町(仙台市，石巻市，白石市，丸森町，亘理町)が申し立て済み，うち２市町(白石市，丸森町１回目)は和解済み。 

なお，角田市及び丸森町（２回目）は，議決後の H29.3 に申立て予定。 
  (2)申し立てた県は９県で，東北６県及び群馬県，千葉県，神奈川県である。うち，５県（青森県，岩手県，山形県，群馬県，千葉県）が和解済み。宮城県は今月末に締

結予定である。 
※ADR とは，「Alternative Dispute Resolution」の略で，「裁判に代替する紛争解決手段」と訳されています。(ADR センター作成の Q＆A より) 

 
                                                                                                                            (単位：千円) 

申立 
県市町 申立日 和解案骨子 

 提示日 
和解案 
提示日 

和解 
締結日 

申し立てた内容 
対象
年度

申立額 和解額 備 考 
事業費

人 件 費 

時間外 専従職員本給 

県 宮城県 H27.3.30 H28.11.11 H28.12.9 H29.3 予定 ○ ○ ○ H23 
H24 254,811 269,620  

県 
 

内 
 

６ 
 

市 
 

町 

仙台市 H27.11.9    ○ ○  
H23 
H24 
H25 

52,900  

石巻市 H28.3.29    ○   
H23 
～ 

H26 
41,919  

白石市 H27.10.20 H28.11.8 H28.12.2 H29.1.4 ○ ○ ○ 
H23 
H24 
H25 

143,288 60,100  

角田市 H29.3 予定    ○ ○ ○ 
H23 
H24 
H25 

204,407  

丸森町 
① H27.4.3 H28.5.18 H28.7.21 H28.9.23 ○ ○ ○ H23 

H24 73,671 14,900  

②H29.3 予    ○ ○ ○ H25 
H26 106,423  

亘理町 H27.12.15 H28.6.13   ○  ○ 
H24 
H25 
H26 

23,302
 

計 延べ 
８団体

延べ 
６団体

延べ 
６団体  900,721 344,620  
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